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校内におけるピアス着用の禁止について

時下、保護者の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より本校教育へのご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、本校においては一人ひとりの考えや多様性を認める観点から服装等に関す

る指導はおこなっておりませんでした。

そのような中、少しずつ学校でピアスを着用する児童が増えてきております。

小学生は、心身共に発達していく段階であり、健全な発達のためには心と身体と

頭がバランスよく発達していくことが重要です。

身体の発達で言えば、休み時間や体育の授業等において自身の状況を踏まえて身

体を十分に動かすことが重要であると考えています。

ところが、ピアスを着用していることで、他の児童や物、その他と接触した際に

着用者本人や他の児童の安全面が憂慮される事態となっております。

そこで、今後、下記のとおり学校においてピアスの着用を禁止することといたし

ます。

ピアスそのものを否定しているのではなく、児童の安全のための措置であること

をご理解いただき、ご家庭でも指導くださいますようお願いいたします。

記

１ 周知事項

校内でのピアス着用禁止

２ 理由

児童（着用者本人や他の児童）の安全のため


